
内
閣
衆
質
一
六
四
第
二
三
号

平
成
十
八
年
二
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
国
家
公
務
員
の
贈
与
等
報
告
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
七
日
受
領

答

弁

第

二

三

号



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
国
家
公
務
員
の
贈
与
等
報
告
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
本
省
課
長
補
佐
級
以
上
の
職
員

が
、
事
業
者
等
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
者
等
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
者
等
と
み
な
さ
れ
る
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
報
道
関
係
者
か
ら
一
件
に
つ
き
五
千
円
を
超
え
る
飲
食
接
待
を
受
け
た
場
合
、
同
法
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
贈
与
等
の
報
告
を
行
う
義
務
が
あ
る
。

二
及
び
四
に
つ
い
て

報
道
関
係
者
は
、
一
般
に
国
家
公
務
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
一
号
。
以
下
「
倫
理
規
程
」
と
い
う
。
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
害
関
係
者
（
以
下
「
利
害
関
係
者
」
と
い
う
。
）
に
該
当
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
お
尋

ね
の
事
例
は
、
倫
理
規
程
第
三
条
で
規
定
す
る
禁
止
行
為
に
当
た
ら
な
い
が
、
倫
理
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

一
般
職
の
国
家
公
務
員
は
、
利
害
関
係
者
に
該
当
し
な
い
事
業
者
等
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
者
か
ら
供
応
接
待
を
繰
り
返
し
受

け
る
等
社
会
通
念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
程
度
を
超
え
て
供
応
接
待
又
は
財
産
上
の
利
益
の
供
与
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
。
お
尋
ね
の
事
例
が
同
項
に
規
定
す
る
「
社
会
通
念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
程
度
」
を
超
え
る
か
ど
う
か

一



に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

倫
理
規
程
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
が
、
事
業
者
等
で
あ
る
報
道
関
係
者
に
飲
食
費
を
付

け
回
す
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

二


